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Ⅰ 調 査 の 概 要 

 

１ 調査の目的と沿革 

国土交通省では、土地取引について、売主・買主の諸属性、取引価格及び取引目的

等を調査することにより、今後の土地政策の重要な基礎資料とするため、昭和４５年

より「土地保有移動調査」を実施している。 

 

２ 調査の対象、内容及び方法 

（１）事前分析 

ア 分析対象 

平成 26 年１月１日から同年 12 月 31 日までの１年間に、売買による所有権移転登

記がなされた土地取引（1,342,023件※） 
 

（※）全土地取引（1,446,845 件）から、売主区分が不明な土地取引（104,822 件）

を除外 

 

イ 分析内容 

売主・買主区分別、地目別、都市計画区域（区域区分）別等の取引件数及び面積 

 

（２）本調査（実施時期：平成 27年 11月から平成 28年３月） 

ア 調査対象 

（１）事前分析の分析対象（1,342,023 件）のうち、売主・買主とも個人又は法

人である土地取引（1,179,451 件※１）から、地目別に層化無作為抽出※２等を行った

土地取引（10,000件）の売主・買主（合計 20,000者） 
 

（※１）売主・買主とも個人又は法人である全土地取引（1,179,451 件）から、売

主・買主の住所、氏名等が不明な土地取引（164,086件）を除外 

（※２）取引された土地の購入代金の平均額について、全体の許容誤差率を信頼水

準 95％で 10％以内とする標本数を設定した上で、地目別の許容誤差率を信

頼水準 95％で 20％以内とする標本数を設定 

 

イ 調査内容 

・売主の属性、売却理由、売却前の利用状況、土地取得原因及び売却代金運用方法

等 

・買主の属性、購入目的、住宅用地の購入理由、購入代金、購入代金調達方法及び

借入先等 

 

ウ 調査方法 

郵送調査及びオンライン調査 

 

（３）金額ベース集計表 

ア 集計対象 

  土地保有移動調査の事前分析で分析対象とした土地取引（1,342,023件※） 

 （※）事前分析で分析対象とした全土地取引（1,446,845 件）から、区域区分、

買主の住所（都道府県）が不明な土地取引（29,598 件）と国外買主（6,804 件）

を除外 
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イ 集計内容 

取引土地所在地別、買主所在地別、買主区分別の土地取引金額及び割合 

 

ウ 集計方法 

土地保有移動調査の事前分析で使用した都道府県・地目・都市計画区域別の取引

面積に平成２６年都道府県地価調査等より作成した都道府県・地目・都市計画区域

別の平均価格を乗じ、全国の土地取引に伴う資金の流れを推計 

 

３ 調査結果の公表及び取扱い 

この調査の結果は、調査結果報告書及びインターネット（国土交通省ホームページ 

http://tochi.mlit.go.jp/torihiki/hoyuido）で公表する。 

 

４ 調査票の回収状況 

 

    送 付 数     

     有効到達 不到達等 有効回答数 有効回答率 

     (a)   (b) (b/a) 

合   計 20,000 18,116 1,884 9,329 51.5% 

本調査 
買主用 10,000  9,000 1,000 4,297 47.7% 

売主用 10,000  9,116   884 5,032 55.2% 

 

５ 調査結果集計表中の主な用語凡例等について 

（１）売主区分，買主区分 

① 個人 ： 一般の個人 

② 法人 ： 民間法人 

③ 団体 ： 地方公共団体（都道府県市区町村）、公益社団法人、公益財団法人 

④ 国  ： 省庁（地方整備局等を含む）、独立行政法人 

 

（２）区域区分 

① 市街化区域 

都市計画法第７条第２項に定められるすでに市街化を形成している区域及びお

おむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 

② 市街化調整区域 

都市計画法第７条第３項に定められる市街化を抑制すべき区域 

③ 非線引都市計画区域 

区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)を行っていない都市計画区域 

④ 都市計画区域外 

都市計画区域に含まれない区域 

 

（３）圏域区分（三大都市圏別） 

全国      三大都市圏      東京圏  ： 埼玉､千葉､東京､神奈川 

名古屋圏 ： 愛知､三重 

大阪圏  ： 京都､大阪､兵庫 

地方圏 ： 三大都市圏以外の道県 

 

（４）地方区分（ブロック別） 
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① 北 海 道 ： 北海道 

② 東   北 ： 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 

③ 関東・甲信 ： 茨城､栃木､群馬､埼玉､千葉､東京､神奈川､山梨､長野､静岡 

④ 北   陸 ： 新潟、富山、石川、福井 

⑤ 東   海 ： 岐阜、愛知、三重 

⑥ 近   畿 ： 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 

⑦ 中   国 ： 鳥取、島根、岡山、広島、山口 

⑧ 四   国 ： 徳島、香川、愛媛、高知 

⑨ 九州・沖縄 ： 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

 

（５）地目 

① 田 

② 畑 

③ 宅地 

④ 山林 

⑤ その他 

 

（６）職業 

① 農業、林業 

② 不動産業、商工業その他の自営業（公認会計士､弁護士､開業医などを含む。） 

③ 会社・団体などの役員 

④ 会社員、公務員又は団体などの職員 

⑤ その他 

⑥ 無職 

 

（７）業種 

① 建設業 

② 製造業（修理業を含む。） 

③ 情報通信業・運輸業・郵便業 

④ 卸売業・小売業 

⑤ 不動産業・物品賃貸業 

⑥ サービス業等 

⑦ その他 

 

（８）組織形態 

① 株式会社（有限会社を含む。） 

② 合同会社 

③ 合名会社・合資会社 

④ 相互会社 

⑤ 会社以外の法人 

 

（９）購入時住宅区分（購入時持家区分） 

① 一戸建持ち家 

② 長屋建持ち家 

③ 分譲マンション 

④ 民営の借家又は賃貸アパート 
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⑤ 公営、ＵＲ、公社の賃貸住宅 

⑥ 社宅、公務員住宅などの給与住宅 

⑦ 親、兄弟等親族の所有する住宅 

⑧ その他 

 

（10）個人買主購入目的 

① 自分（親族を含む。）が住むための建売住宅（の敷地）を購入した 

② 自分（親族を含む。）が住むためのマンション等共同住宅(の敷地)を購入した 

③ 自分（親族を含む。）の住宅を建設するための更地を購入した 

④ 以前から住んでいた家の敷地が借家であったため、その敷地（底地権）を購入した 

⑤ 自宅の増築や車庫用地等とするため隣地を買い増した 

⑥ 賃貸住宅、アパート等貸家（の用地）とするため購入した 

⑦ 事務所、店舗、工場、倉庫、経営駐車場等の用地とするため購入した 

⑧ 農地、採草放牧地、山林とするため購入した 

⑨ 土地投資（売却益を得ることを目的としたもの）のため購入した 

⑩ その他 

 

（11）法人買主購入目的 

① 自社用の事務所、店舗（の用地）とするため購入した 

② 自社用の工場、倉庫（の用地）とするため購入した 

③ 資材置場、駐車場その他自社用の事業用地とするため購入した 

④ 社宅、グラウンドその他自社用の福利厚生施設（の用地）とするため購入した 

⑤ ゴルフ場用地その他レジャー用地とするため購入した 

⑥ 賃貸住宅、アパート等貸家（の用地）とするため購入した 

⑦ 住宅地として造成販売するため、又は分譲住宅の用地とするため購入した 

⑧ 土地投資（売却益を得ることを目的としたもの）のため購入した 

⑨ その他 

 

（12）個人売主売却理由 

① 自分（親族を含む。）が住むための住宅の建設資金又は購入資金を得るため 

② 他の土地と買い換えるため（①以外で） 

③ 事業のための営業用資金（例えば運転資金）を得るため 

④ 日常の生活費に充てるため 

⑤ 借入金の返済に充てるため 

⑥ 公共用地となるため 

⑦ 買主又は仲介人から強く希望されたため 

⑧ 投資のため保有していた土地の売却 

⑨ 相続税の支払いのため 

⑩ その他 

 

（13）法人売主売却理由 

① 自己が造成した住宅地（更地）の売却 

② 自己が建築した建売住宅（用地）の売却 

③ 自己が建築したマンション（用地）の売却 

④ ①、②及び③以外で販売用土地として所有していた土地の売却 

⑤ 店舗、工場及びその付帯設備(機械設備等)の規模拡大・改善の資金を得るため 
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⑥ 営業用資金（例えば運転資金）を得るため 

⑦ 借入金の返済に充てるため 

⑧ 投資のために保有していた土地の売却 

⑨ 公共用地となるため 

⑩ 資産の時価評価に伴う売却 

⑪ その他 

 

（14）住宅用地購入理由 

① 敷地が広い、形状が良い 

② 周囲の自然環境が良い 

③ 建てられている住宅・マンションの設備が良い 

④ 日当り、通風が良い 

⑤ 土地柄が良い 

⑥ 通勤、通学等に便利である 

⑦ 価格が割安 

⑧ 地価上昇が期待できる 

⑨ 住み慣れた地域である 

⑩ 親族が近くに住んでいる、又は出身者である 

⑪ その他 

 

（15）購入資金調達方法 

① 借入金 

② 土地、建物の処分代金 

③ 自己資金（預貯金等） 

④ 贈与金（親、兄弟等から） 

⑤ その他 

 

（16）借入先 

① 公的機関（住宅金融公庫等） 

② 民間金融機関（銀行、農協等） 

③ 勤務先 

④ 親、兄、弟、親戚、知人 

⑤ その他 

 

（17）個人売主売却代金運用方法 

① 不動産の購入（建築・修繕を含む。） 

② 預貯金、株券・債権・金等の購入 

③ 不動産、金融資産以外の資産購入（自動車、農機具等） 

④ 借入金の返済 

⑤ 日常の生活費 

⑥ 臨時の支払（医療費、結婚資金等） 

⑦ 相続税の支払 

⑧ その他 

 

 

（18）法人売主売却代金運用方法 
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① 不動産の購入（建築・修繕を含む。） 

② 預貯金、株券・債権・金等の購入 

③ 不動産、金融資産以外の資産購入（機械装置等） 

④ 借入金の返済 

⑤ 営業用資金に充当 

⑥ 配当金の支払 

⑦ 税金の支払（法人税等） 

⑧ その他 

 

（19）売却前利用状況 

① 自己の住宅用 

② 賃貸住宅、アパート等の賃貸住宅用地 

③ 事務所、店舗、工場、倉庫、駐車場等の事業所用地 

④ 社宅・グラウンド等の福利厚生施設 

⑤ ゴルフ場その他のレジャー用地 

⑥ 農地、採草放牧地 

⑦ 山林 

⑧ 造成中又は造成済みの土地（分譲住宅の敷地を含む。） 

⑨ 買主の建物が建っていた（底地権を売却した） 

⑩ 取得した状態のまま利用しないで所有していた土地 

⑪ その他 

 

（20）土地取得原因 

① 購入 

② 相続 

③ その他 

 

（21）購入時の住宅の利用・処分方法 

① 売却した 

② 売却するつもりである 

③ そのまま自分（親族を含む。）が住み続ける 

④ 当面は利用する予定はないが、そのまま持ち続ける 

⑤ その他 

 

（22）事業用資産の買換え 

① 事業用資産の買換えに該当する 

② 事業用資産の買換えに該当しない 

 

（23）課税の特例制度の適用 

① 特例の適用を受けた 

② 特例の適用を受けていない 
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６ 調査結果の注意事項 

（１）数値について 

この調査の集計結果は、回収された調査項目を単純集計したものである。また、

統計表のうち、金額及び割合については、表章単位未満を四捨五入しており、合計

値と個々の内訳数値の計は必ずしも一致しない。 

 

（２）記号について 

統計表に用いている記号は、以下のとおりである。 

 

「０」又は「0.0」：調査又は集計したが、該当数値が表章単位に満たないもの 

「－」      ：調査又は集計したが、該当数値がなかったもの、数値が得ら

れないもの 
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（１）事前分析
　事前分析の主な結果を以下に示す。

（取引主体の状況）

（調査結果集計表１－１－１、図１、２参照）

（売主・買主の形態別状況）

（調査結果集計表１－１－１、表１、２、図３、４参照）

注：(*) その他には、個人↔国・団体、法人↔国・団体、国・団体↔国・団体を含む。

162,572          12.1          

28.6          
245,448          18.3          
81,492           6.1           

売主が個人・買主が個人（個人→個人）
全体

その他 (*)
売主が法人・買主が法人（法人→法人）
売主が個人・買主が法人（個人→法人）
売主が法人・買主が個人（法人→個人）

1,342,023        
469,159          
383,352          

　７　平成27年度調査結果の概要

売 主 ・ 買 主 の 形 態

土地売主主体の状況を面積割合でみると、「個人」が55.8％と最も高く、次いで「法人」が41.2％と
なっている。また、土地買主主体の状況については「法人」が56.3％と最も高く、次いで「個人」が
37.4％となっている。

売主・買主の形態を件数割合でみると、「個人→個人」が35.0％と最も高く、次いで「法人→個人」
が28.6％となっている。また、面積割合でみると、「法人→法人」が28.1％と最も高く、次いで「個人
→法人」が26.7％となっている。

件　　数（件） 割　　合（％）
100.0         
35.0          

個人
55.8%

法人
41.2%

国・団体
3.0%

【図１ 土地売主主体の状況（面積割合）】

35.0 28.6 18.3 6.1 12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

個人→個人 法人→個人 個人→法人 法人→法人 その他

【図３ 売主・買主の形態（件数割合）】

【表１ 売主・買主の形態（件数割合）】

法人

56.3％

個人

37.4％

国・団体

6.3％

【図２ 土地買主主体の状況（面積割合）】
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注：(*) その他には、個人↔国・団体、法人↔国・団体、国・団体↔国・団体を含む。

（調査結果集計表１－１－１、図５、６参照）

（土地取引の地目別状況）

（調査結果集計表１－２－１、図７、８参照）

割合（％）
1,645,083,820    100.0         

196,758,463      12.0          
411,500,302      

26.7          
462,003,994      28.1          
439,169,523      売主が個人・買主が法人（個人→法人）

売主が法人・買主が法人（法人→法人）

土地取引の地目を件数割合でみると、「宅地」が68.9％と最も高くなっている。また、面積割合でみ
ると、「山林」が40.3％と最も高くなっている。

8.2           135,651,538      その他 (*)

売主・買主の形態を個人・法人別に件数割合でみると、「個人→個人」が56.0％、「法人→個人」が
81.1％と、ともに買主主体が「個人」で高くなっている。また、面積割合でみると、「法人→法人」が
68.1％と、売主主体と買主主体がともに｢法人」で高くなっている。

売主が法人・買主が個人（法人→個人）

売 主 ・ 買 主 の 形 態
全体
売主が個人・買主が個人（個人→個人）

面積（㎡）

25.0          

25.0 12.0 26.7 28.1 8.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

個人→個人 法人→個人 個人→法人 法人→法人 その他

【図４ 売主・買主の形態（面積割合）】

81.1

56.0

17.2

29.3

1.6

14.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法人

個人

個人 法人 国・団体

売
主

買主

【図５ 売主・買主の形態（件数割合） 個人・法人別】

29.0

44.8

68.1

47.8

2.9

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法人

個人

個人 法人 国・団体

売
主

買主

【図６ 売主・買主の形態（面積割合） 個人・法人別】

宅地
68.9%

田
6.7%

畑
6.2%

山林
6.5%

その他
11.7%

【図７ 土地取引の地目（件数割合）】

山林
40.3%

宅地
13.6%

畑
13.0%

田
9.8%

その他
23.2%

【図８ 土地取引の地目（面積割合）】

【表２ 売主・買主の形態（面積割合）】

- 11 -



（２）本調査

①　購入目的
（個人買主の購入目的）

 （調査結果集計表２－１－13、図９参照）

注：

（法人買主の購入目的）

（調査結果集計表２－３－11、図10参照）

法人買主における土地の購入目的をみると、全国では「販売用」が23.1％と最も高く、次いで「資材
置場等」が15.0％となっている。これを圏域区分別でみると、東京圏と大阪圏では「販売用」がそれぞ
れ31.4％と29.9％と他の地域と比べ高くなっている。また、名古屋圏では 「資材置場等」が20.0％と
他の地域と比べ高くなっている。

平成27年度に実施した土地保有移動調査の結果の概要を以下に示す。なお、数値はすべて件数割合の集
計結果である。

(*)「住宅用」は、「自分（親族を含む。）が住むための建売住宅（の敷地）を購入した」、「自
分（親族を含む。）が住むためのマンション等共同住宅（の敷地）を購入した」、「自分（親族を
含む。）の住宅を建設するための更地を購入した」、「以前から住んでいた家の敷地が借地であっ
たため、その敷地（底地権）を購入した」、「自宅の増築や車庫用地等とするため隣地を買い増し
た」を含む。

個人買主における土地の購入目的をみると、全国では「住宅用」が59.7％と最も高く、次いで「農林
用」が14.5％となっている。「投資用」は1.5％と低くなっている。これを圏域区分別でみると、東京
圏では「住宅用」が72.0％と他の地域と比べ高くなっている。また、地方圏では「農林用」が21.2％と
他の地域と比べ高くなっている。

50.4

67.3

69.7

72.0

59.7

21.2

7.8

14.5

4.1

14.5

4.6

7.8

2.3

9.7

6.2

5.5

4.3

3.6

2.7

4.4

16.4

11.7

9.0

10.3

13.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地方圏

大阪圏

名古屋圏

東京圏

全国

住宅用 農林用 賃貸住宅用 事務所・店舗用 投資用 その他・不明

【図９ 個人買主の購入目的（件数割合）】

(*)

17.2

29.9

26.7

31.4

23.1

12.5

15.6

10.0

17.1

13.9

18.5

8.8

20.0

8.9

15.0

7.2

10.9

10.0

11.7

9.0

6.6

11.6

7.8

6.8

7.3

1.7

2.7

2.7

2.0

6.4

4.1

6.7

4.3

5.6

29.5

16.3

18.9

16.8

23.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地方圏

大阪圏

名古屋圏

東京圏

全国

販売用 投資用 資材置場等
賃貸住宅用地 事務所・店舗用地 福利厚生用地
工場・倉庫用地 レジャー施設用地 その他・不明

【図10 法人買主の購入目的（件数割合）】
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②　売却理由
（個人売主の売却理由）

（調査結果集計表２－２－11、図11参照）

注：

（法人売主の売却理由）

（調査結果集計表２－４－11、図12参照）

注：

法人売主における土地の売却理由をみると、全国では「自己が建築した建売住宅（用地）の売却」が
24.8％と最も高く、次いで「自己が造成した住宅地（更地）の売却」が24.3％となっている。これを圏
域区分別でみると、名古屋圏では「自己が造成した住宅地（更地）の売却」が31.3％と他の地域と比べ
高くなっている。また、東京圏では、「自己が建築した建売住宅（用地）の売却」が34.4％と他の地域
と比べ高くなっている。

個人売主における土地の売却理由をみると、全国では「生活費に充てる」が22.0％と最も高く、次い
で「買主等の希望」が20.2％、「住宅建設購入資金」が11.0％となっている。これを圏域区分別でみる
と、地方圏では「買主等の希望」が24.3％と他の地域と比べ高くなっている。また、大阪圏では「住宅
建設購入資金」が17.3％と他の地域と比べ高くなっている。

(*)「その他・不明等」は「事業用資金」、「公共用地化」、「投資用地の売却」、「相続税の支
払」を含む。

(*1)「事業遂行上の理由」は「店舗、工場及びその付帯設備の規模拡大・改善の資金を得るた
め」、「営業用資金を得るため」を含む。
(*2)「その他・不明等」は「公共用地化」、「投資用地の売却」を含む。

31.1

15.6

31.3

16.4

24.3

15.9

29.5

28.7

34.4

24.8

0.9

5.8

3.1

2.2

18.6

21.4

18.3

18.6

18.9

7.9

5.2

5.2

4.5

6.2

5.1

7.5

5.2

2.5

4.5

19.8

13.9

10.4

19.6

18.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地方圏

大阪圏

名古屋圏

東京圏

全国

自己が造成した住宅地（更地）の売却 自己が建築した建売住宅（用地）の売却

自己が建築したマンション（用地）の売却 その他の販売用土地の売却

事業遂行上の理由 借入金返済のため

資産の時価評価に伴う売却 その他・不明等

【図12 法人売主の売却理由（件数割合）】

23.1

19.4

17.6

21.7

22.0

24.3

13.6

23.8

11.6

20.2

6.9

17.3

16.4

17.1

11.0

8.9

10.2

8.2

10.2

9.3

1.9

5.2

2.0

3.9

2.8

34.7

34.1

32.0

35.5

34.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地方圏

大阪圏

名古屋圏

東京圏

全国

生活費に充てる 買主等の希望 住宅建設購入資金

借入金返済 他の土地購入 その他・不明等

【図１１ 個人売主の売却理由（件数割合）】

( )

(*1)

(*2)

(*)
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③　購入資金調達方法等
（個人買主の購入資金調達方法等）

（調査結果集計表２－１－21、図13参照）

（法人買主の購入資金調達方法等）

（調査結果集計表２－３－18、図14参照）

注：

個人買主における土地の購入資金調達方法をみると、全国では「自己資金」が48.4％と最も高く、次
いで「借入金」が40.2％となっている。これを圏域区分別でみると、東京圏では「自己資金」が35.8％
と他の地域と比べ低く、「借入金」が53.2％と他の地域と比べ高くなっている。また、地方圏では「自
己資金」が55.8％と他の地域と比べ高く、「借入金」が33.4％と他の地域と比べ低くなっている。

法人買主における土地の購入資金調達方法をみると、全国では「借入金」が47.8％と最も高く、次い
で「自己資金」が43.8％となっている。これを圏域区分別でみると、大阪圏では「借入金」が58.5％と
他の地域と比べ高く、地方圏では「自己資金」が50.7％と他の地域と比べ高くなっている。

(*)「その他・不明」は「贈与金」を含む。

41.6

58.5

54.4

54.5

47.8

50.7

34.7

41.1

34.1

43.8

1.2

1.1

1.6

1.2

6.4

6.8

3.3

9.8

7.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地方圏

大阪圏

名古屋圏

東京圏

全国

借入金 自己資金 土地等の処分代金 その他・不明

【図14 法人買主の購入資金（件数割合）】(*)

55.8

48.0

43.4

35.8

48.4

33.4

40.9

38.5

53.2

40.2

2.5

4.6

5.0

5.9

3.9

1.6

0.4

5.4

0.9

1.6

6.6

6.0

7.7

4.1

5.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地方圏

大阪圏

名古屋圏

東京圏

全国

自己資金 借入金 土地等の処分代金 贈与金 その他・不明

【図13 個人買主の購入資金（件数割合）】

(*)
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④　売却代金運用方法等
（個人売主の売却代金運用方法等）

（調査結果集計表２－２－21、図15参照）

（法人売主の売却代金運用方法等）

（調査結果集計表２－４－20、図16参照）

注：

法人売主における土地の売却代金運用方法をみると、全国では「借入金の返済」が41.4％と最も高
く、次いで「営業用資金に充当」が22.3％となっている。これを圏域区分別でみると、名古屋圏と地方
圏では「営業用資金に充当」がそれぞれ23.5％と26.9％と他の地域と比べ高く、名古屋圏では「不動産
の購入」が25.2％と他の地域と比べ高くなっている。

(*)「不動産以外の資産購入」は「預貯金、株券・債券・金等の購入」、「不動産、金融資産以外
の資産購入（機械装置等）」を含む。

個人売主における土地の売却代金運用方法をみると、全国では「金融資産の購入」が28.2％と最も高
く、次いで「日常の生活費」が23.4％となっている。これを圏域区分別でみると、名古屋圏では「金融
資産の購入」が34.0％と他の地域と比べ高く、また、地方圏では「日常の生活費」が27.5％と他の地域
と比べ高くなっている。東京圏では「借入金の返済」が19.8％と他の地域と比べ高くなっている。

39.3

43.4

39.1

44.2

41.4

26.9

19.1

23.5

17.0

22.3

15.6

22.5

25.2

20.7

18.9

5.6

4.0

1.7

2.9

4.2

11.9

9.8

10.4

14.5

12.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地方圏

大阪圏

名古屋

圏

東京圏

全国

借入金の返済 営業用資金に充当 不動産の購入
不動産以外の資産購入 税金、配当金の支払 その他・不明

【図16 法人売主の売却代金運用方法（件数割合）】

27.0

27.8

34.0

29.9

28.2

27.5

16.8

19.7

17.2

23.4

14.6

18.4

12.7

19.8

16.1

10.5

19.7

16.0

17.8

13.5

1.8

2.1

2.0

4.5

2.5

1.7

0.8

0.4

1.2

1.4

15.2

12.9

15.2

8.8

13.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地方圏

大阪圏

名古屋

圏

東京圏

全国

金融資産の購入 日常の生活費
借入金の返済 不動産の購入
相続税の支払 臨時の支払
不動産、金融資産以外の資産購入 その他・不明

【図15 個人売主の売却代金運用方法（件数割合）】
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（３）金額ベース集計

（買主主体の状況）

（調査結果集計表３－25、図17参照）

（買主主体の地方区分別状況）

（調査結果集計表３－27、図18参照）

（買主主体の三大都市圏別状況）

（調査結果集計表３－29、図19参照）

　また、圏域区分別でみると、大阪圏では「法人」が57.6％と最も高くなっている。また、名古屋圏で
は「個人」が49.0％と最も高くなっている。

　金額ベース集計の主な結果を以下に示す。なお、数値はすべて土地取引金額割合の集計結果である。

土地取引金額を買主主体別でみると、全体では「法人」が53.4％と最も高く、次いで「個人」が
43.9％となっている。

これを地方区分別でみると、北海道では「個人」が49.9％と最も高くなっている。また、近畿では
「法人」が56.2％と最も高くなっている。また、東北では「国・団体」が18.1％と他の地域と比べ高く
なっている。

個人
43.9

法人
53.4

国・団体
2.7

【図17 土地取引の買主主体別割合】

48.8 43.1
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北海道 東北 関東・甲信 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州・沖縄

【図18 土地取引の買主主体別割合 ブロック別】
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全国計 東京圏 名古屋圏 大阪圏 地方圏

【図19 土地取引の買主主体別割合 三大都市圏別】
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政府統計オンライン調査システム用
政府統計コード
調査対象者 ID
確認コード

都道府県・
市町村番号

買 主 の
区 分 番 号

整 理 番 号

※

    国土交通省 
平成27年土地保有移動調査　調査票（買主用）

一般統計調査（総務大臣承認）○秘

国土交通省では、土地取引の実情を明らかにして今後の土地政策に役立てるため、毎年「土地保有移動調査」を実施しております。
本年も平成26年中に売買登記のあった土地取引について、無作為抽出により買主・売主の方に調査を行うこととなり、貴殿が購入さ
れた下記の土地が調査の対象となりました。貴殿の回答を徴税など統計以外の目的に使用したり、取引の関係者にご迷惑がかかるよ
うなことは決してありませんので、ありのままお答え下さいますようお願い申し上げます。

　なお、この調査票のご返送は、平成 27 年 12 月 16 日までにお願いします。特にことわりのない限りは、現在の状況でお答え
下さい。

1. 市街化
2. 調　整
3. 非線引
4. 区域外

1. 田
2. 畑
3. 宅地
4. 山林
5. その他

購　入　土　地　の　所　在　地 地域区分 登記年月日 地　　目 面　　　　　積
百万 千 ㎡

個人の場合（※買主の区分番号１の場合）の回答欄

イ　あなたの
年齢は、何
歳ですか。

ロ　あなたの
主たる職業
は、何ですか。
該当するも
のを１つ選
び○印をつ
けて下さい。

満（　　　）歳

1.　 農業、林業
2.　 不動産業、商工業その他の自営業
　（公認会計士、弁護士、開業医などを含む。）
3.　 会社・団体などの役員
4.　 会社員、公務員又は団体などの職員
5.　 その他

6.　 無　職

 1 .  自分（親族を含む。）が住むための建売住宅（の敷地）を
　   購入した
 2 .  自分（親族を含む。）が住むためのマンション等共同住宅
　   （の敷地）を購入した
 3 .  自分（親族を含む。）の住宅を建設するための更地を購入
　   した
 4 .  以前から住んでいた家の敷地が借家であったため、その
　   敷地（底地権）を購入した
 5 .  自宅の増築や車庫用地等とするため隣地を買い増した
 6 .  賃貸住宅、アパート等貸家（の用地）とするため購入した
 7 .  事務所、店舗、工場、倉庫、経営駐車場等の用地とする
　   ため購入した
 8 .  農地、採草放牧地、山林とするため購入した
 9 .  土地投資（売却益を得ることを目的としたもの）のため購
　   入した
10 . その他

  1 .  敷地が広い、形状が良い  2 .  周囲の自然環境が良い  3 .  建てられている住宅・マンションの設備が良い
  4 .  日当り、通風が良い  5 .  土地柄が良い  6 .  通勤、通学等に便利である
  7 .  価格が割安  8 .  地価上昇が期待できる  9 .  住み慣れた地域である
10 .  親族が近くに住んでいる、又は出身者である　　　　　　11 .  その他

 1 .  売却した  2 .  売却するつもりである
 3 .  そのまま自分（親族を含む。）が住み続ける  4 .  当面は利用する予定はないが、そのまま持ち続ける
 5 .  その他

法人の場合（※買主の区分番号2の場合）の回答欄

問 1
　貴法人の組織形
態は、右のどの区
分に属しますか。
該当するものを１
つ選び○印をつけ
て下さい。

1.　 株式会社（有限会社を含む。）
2.　 合同会社
3.　 合名会社・合資会社
4.　 相互会社
5.　 会社以外の法人

具体的に記入して下さい。（ ）

具体的に記入して下さい。（ ）

具体的に記入して下さい。（ ）

具体的に記入して下さい。（ ）

問 2
　貴法人の主たる
事業の種類は、右
のどの区分に属し
ますか。

1.　 建設業
2.　 製造業（修理業を含む。）
3.　 情報通信業・運輸業・郵便業
4.　 卸売業・小売業
5.　 不動産業・物品賃貸業
6.　 サービス業等（下記の注をご参照
　　下さい。）
7.　 その他

問 3
　貴法人の現在の
資本金（出資金）
は、右のどの区分
に属しますか。

1.　 　500万円未満
2.　 　500万円以上～ 1, 000万円未満
3.　 1, 000万円以上～ 3, 000万円未満
4.　 3, 000万円以上～ 5, 000万円未満
5.　 5, 000万円以上～          1億円未満
6.　          1億円以上～   10億円未満
7.  10億円以上～   50億円未満
8.  50億円以上～   100億円未満
9.  100億円以上

具体的に記入して下さい。（  ）

問 2
　あなたの平成26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年の年間所得は、
右のどの区分に属
しますか。

問 3
　土地を購入した
際、あなたが住ん
でいた住宅は、右
のどの区分に属し
ますか。

1.　 　200万円未満
2.　 　200万円以上～　300万円未満
3.　 　300万円以上～　400万円未満
4.　 　400万円以上～　500万円未満
5.　 　500万円以上～　700万円未満
6.　 　700万円以上～1, 000万円未満
7.　 1, 000万円以上～1, 500万円未満
8.　 1, 500万円以上～2, 000万円未満
9.　 2, 000万円以上

1.　 一戸建持ち家
2.　 長屋建持ち家
3.　 分譲マンション
4.　 民営の借家又は賃貸アパート
5.　 公営、ＵＲ、公社の賃貸住宅
6.　 社宅、公務員住宅などの給与住宅
7.　 親、兄弟等親族の所有する住宅
8.　 その他

注：法人の事業種類のサービス業等は、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、
　　「生活関連サービス業、娯楽業」、「医療、福祉」、「教育、学習支援業」、「複合サービス事業」を指します。
　　それ以外のサービス業及びその他の業種については、「その他」に含まれます。

個 人 の 場 合 の 回 答 欄
 1 .  自社用の事務所、店舗（の用地）とするため購入した
 2 .  自社用の工場、倉庫（の用地）とするため購入した
 3 .  資材置場、駐車場その他自社用の事業用地とするため購
       入した
 4 .  社宅、グラウンドその他自社用の福利厚生施設（の用地）
　   とするため購入した
 5 .  ゴルフ場用地その他レジャー用地とするため購入した
 6 .  賃貸住宅、アパート等貸家（の用地）とするため購入した
 7 .  住宅地として造成し販売するため、又は分譲住宅の用地
　   とするため購入した
 8 .  土地投資（売却益を得ることを目的としたもの）のため購
　   入した
 9 .  その他 具体的に記入して下さい。（ ）

（ ）

法 人 の 場 合 の 回 答 欄

問 4　この土地を購入した目的は何ですか。 主なものを 1つ選び○印をつけて下さい。

問 6　この土地の購入 （ 。かたしで円万何  、は額総の金代 1万円未満切上げ）

具体的に記入して下さい。

問 5　個人で住宅用地を購入した方（問 4の1～3のいずれかに記入した方 ）。すで要不入記は人法（ 。すましね尋おに）
　　この土地を購入した理由は何ですか。 主なものを2つ選び○印をつけて下さい。

問 7　 購入代金は、 どのような方法で調達しましたか。 また、 その割合はどうでしたか。 該当するものすべてに○印
　　をつけ、 その割合を　　　　内に記入して下さい。割合は1～10の整数で記入し、合計が10割となるようにして下さい。

問 9　 （ 方たいでん住に家ち持に際の入購で人個 問 3の 1 ～ 3 のいずれかに記入した方）で、 今回自分が住むための宅
（ 方たし入購を ）地更 、ンョシンマ 、宅住売建（ 地 問 4 の 1 ～ 3 のいずれかに記入した方 （ 。すましね尋おに ） 法人

は記入不要です。） 購入の際に住んでいた持ち家は、 どのように利用・処分しましたか、又はするつもりですか。

法
方
達
調

合
割

1

約 割

問10　今回の土地購入は事業用資産の買換え（他の事業用資産を売却して、今回調査対象土地を事業用地として購入
した） 合場のえ換買の産資用業事の定特「 合場の人個 、てった当にえ換買 、は方るす当該 、たま 。かすまし当該に
の譲渡所得の課税の特例制度（租税特別措置法第37条 合場のえ換買の産資の定特「 合場の人法 、たま 、用適の 」）
の課税の特例制度（租税特別措置法第65条の 7）」 の適用を受けましたか。
1.　 事業用資産の買換えに該当する 2.　 事業用資産の買換えに該当しない

1.　 特例の適用を受けた 2.　 特例の適用を受けていない
） 。いさ下え答おみの方たし択選を 」 .1「 、は問質の下以（

ご協力いただきましてありがとうございます。

問
1

万円
億 百万

土 地 代 金 の 総 額

万円
億 百万

土地建物等の合計の代金（消費税込）建物等と一緒に購入した場合
など、  土地だけの購入代金が
明らかでない場合 地土「  、は
建物等の合計額（消費税込）」

」額税費消る係に等物建「  と
を右の欄に記入して下さい。
※消費税額は百円未満を切上
げとして下さい。 百円

億 百万 万 千
建物等に係る消費税額 （百円未満切上げ）

借 入 金

2

約 割

土 地、　建 物 の
処　分　代　金

3

約 割

自 己 資 金
（預 貯 金 等）

4（個人のみ選択可）

約 割

贈 与 金
（親、兄弟等から）

5

約 割

そ の 他
（ 　 　 ）

問 8　 購入代金の一部又は全部を借入金により調達した方（問 7の 1 に記入した方） にお尋ねします。 どのような借入
先から借入しましたか。 また、その割合はどうでしたか。 該当する番号すべてに○印をつけ、 その割合を　　　　内に記入
して下さい。割合は 1～ 10 の整数で記入し、合計が 10 割となるようにして下さい。

先
入
借

合
割

1

約 割

公 的 機 関
（住宅金融公庫等）

2

約 割

民 間 金 融 機 関
（銀 行、農 協 等）

3（個人のみ選択可）

約 割

勤 務 先

4（個人のみ選択可）

約 割

親、　　兄　　弟、
親 戚  、  知 人

5

約 割

そ の 他
（ 　 　 ）

（ ）具体的に記入して下さい。
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政府統計オンライン調査システム用
政府統計コード
調査対象者 ID
確認コード

都道府県・
市町村番号

売 主 の
区 分 番 号

整 理 番 号

※

     国土交通省
平成27年土地保有移動調査　調査票（売主用）

○秘

　国土交通省では、土地取引の実情を明らかにして今後の土地政策に役立てるため、毎年「

一般統計調査（総務大臣承認）

土地保有移動調査」を実施しております。
本年も平成26年中に売買登記のあった土地取引について、無作為抽出により買主・売主の方に調査を行うこととなり、貴殿が売却さ
れた下記の土地が調査の対象となりました。貴殿の回答を徴税など統計以外の目的に使用したり、取引の関係者にご迷惑がかかるよ
うなことは決してありませんので、ありのままお答え下さいますようお願い申し上げます。

　なお、この調査票のご返送は、平成 27 年 12 月 16 日までにお願いします。特にことわりのない限りは、現在の状況でお答え
下さい。      

1. 市街化
2. 調　整
3. 非線引
4. 区域外

1. 田
2. 畑
3. 宅地
4. 山林
5. その他

売　却　土　地　の　所　在　地 地域区分 登記年月日 地　　目 面　　　　　積
百万 千 ㎡

個人の場合（※売主の区分番号１の場合）の回答欄

問 1
　あなたの年齢
は、何歳ですか。

問 2
　あなたの主た
る職業は、何で
すか。該当する
ものを１つ選び
○印をつけて下
さい。

満（　　　）歳

1.　 農業、林業
2.　 不動産業、商工業その他の自営業
　（公認会計士、弁護士、開業医などを含む。）
3.　 会社・団体などの役員
4.　 会社員、公務員又は団体などの職員
5.　 その他

6.　 無　職

 1 .   自分（親族を含む。）が住むための住宅の建設資金又は購
 　   入資金を得るため
 2 .   他の土地と買い換えるため（１以外で）
 3 .   事業のための営業用資金（例えば運転資金）を得るため
 4 .   日常の生活費に充てるため
 5 .   借入金の返済に充てるため
 6 .   公共用地となるため
 7 .   買主又は仲介人から強く希望されたため
 8 .   投資のため保有していた土地の売却
 9 .   相続税の支払いのため
10 .  その他

 1 .  自己の住宅用
 2 .  賃貸住宅、アパート等の賃貸住宅用地
 3 .  事務所、店舗、工場、倉庫、駐車場等の事業所用地
 4 .  社宅・グラウンド等の福利厚生施設
 5 .  ゴルフ場その他のレジャー用地
 6 .  農地、採草放牧地

 7 .  山林
 8 .  造成中又は造成済みの土地（分譲住宅の敷地を含む。）
 9 .  買主の建物が建っていた（底地権を売却した）
10 .  取得した状態のまま利用しないで所有していた土地
11 .  その他

法人の場合（※売主の区分番号2の場合）の回答欄

問 1
　貴法人の組織形
態は、右のどの区
分に属しますか。
該当するものを 1
つ選び○印をつけ
て下さい。

1.　 株式会社（有限会社を含む。）
2.　 合同会社
3.　 合名会社・合資会社
4.　 相互会社
5.　 会社以外の法人

1 .  購　入
2 .  相　続
3 .  その他

昭和
平成

万円
年 億 百万取得した年を

記入して下さい。

購 入 時 の 土 地 代 金 の 総 額

具体的に記入して下さい。（                                      ）

具体的に記入して下さい。（ ）

具体的に記入して下さい。（    ）

問 2
　貴法人の主たる
事業の種類は、右
のどの区分に属し
ますか。

1.　 建設業
2.　 製造業（修理業を含む。）
3.　 情報通信業・運輸業・郵便業
4.　 卸売業・小売業
5.　 不動産業・物品賃貸業
6.　 サービス業等（下記の注をご参照
　　下さい。）
7.　 その他

問 3
　貴法人の現在の
資本金（出資金）
は、右のどの区分
に属しますか。

1.　 　500万円未満 
2.　 　500万円以上～ 1,000万円未満
3.　  1,000万円以上～ 3,000万円未満
4.　  3,000万円以上～ 5,000万円未満 
5.　  5,000万円以上～      1億円未満
6.　          1億円以上～  10億円未満
7.            10億円以上～  50億円未満
8.            50億円以上～  100億円未満
9.  100億円以上   

具体的に記入して下さい。（ ）問 3
　あなたの平成
26年の年間所得
は、右のどの区
分に属しますか。
今回の土地売却
による所得は除
いて計算して下
さい。

1.　 　200万円未満
2.　 　200万円以上～　300万円未満
3.　 　300万円以上～　400万円未満
4.　 　400万円以上～　500万円未満
5.　 　500万円以上～　700万円未満
6.　 　700万円以上～ 1,000万円未満
7.　  1,000万円以上～ 1,500万円未満
8.　  1,500万円以上～ 2,000万円未満
9.　  2,000万円以上

注：法人の事業種類のサービス業等は、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、
　　「生活関連サービス業、娯楽業」、「医療、福祉」、「教育、学習支援業」、「複合サービス事業」を指します。
　　それ以外のサービス業及びその他の業種については、「その他」に含まれます。

問 4　今回売却した土地は、どのような原因で取得した土地ですか。 主なものを 1つ選び○印をつけ、取得した年
を記入して下さい。 ただし、大正以前に取得した方は、「昭和 0年」と記入して下さい。 また、「1. 購入」を選択し

）げ上切満未円万１（ 。いさ下入記ごを）く除を金代の等物建（額総の金代地土の時入購は方た

具体的に記入して下さい。

「1. 購入」を選択
した方のみご記
入下さい。

個 人 の 場 合 の 回 答 欄
   1 .  自己が造成した住宅地（更地）の売却
   2 .  自己が建築した建売住宅（用地）の売却
   3 .  自己が建築したマンション（用地）の売却
   4 .  １、２及び３以外で販売用土地として所有していた土地
  　　の売却
   5 .  店舗、工場及びその付帯設備（機械設備等）の規模拡大
     　・改善の資金を得るため
   6 .  営業用資金（例えば運転資金）を得るため
   7 .  借入金の返済に充てるため
   8 .  投資のために保有していた土地の売却
   9 .  公共用地となるため
 10 .  資産の時価評価に伴う売却
 11 .  その他 具体的に記入して下さい。（ ）

（ ）

法 人 の 場 合 の 回 答 欄

問 6　 売却するまで、 その土地をどのように利用されていましたか。 主なものを１つ選び○印をつけて下さい。

問 5　この土地を売却した目的は何ですか。  主なものを 1つ選び○印をつけて下さい。

｛

具体的に記入して下さい。

（ ）
具体的に記入し
て下さい。

問 7　 
割合はどうでしたか。次の1～8のうち該当するものすべてについて○印をつけ、その割合を　　　内に 
記入して下さい。 なお、 譲渡所得税等今回の譲渡に伴う税金の負担は除いて下さい。割合は1～10の整
数で記入し、合計が 10 割となるようにして下さい。

法
方
用
運

合
割

1
不動産の購入
（建築・修繕
を含む。）

約 割

2
預貯金、株券･
債券・金等の
購入

約 割

3
不動産、金融
資産以外の資
産購入（自動
車、農機具等）

約 割

4
借入金の返済

約 割

5
日常の生活費

約 割

6
臨時の支払
（医療費、結
婚資金等）

約 割

7
相続税の支払

約 割

8
そ　 の　 他

約 割

（ ）
具体的に記入し
て下さい。

問 8　 合割のそ、たま 。かたしまし用運にうよのどを金代却売） 。すで要不入記は方の人個（ 。すましね尋おに人法
はどうでしたか。 次の 1～ 8 のうち該当するものすべてについて○印をつけ、その割合を　　　内に記入し
て下さい。 割合は 1～ 10 の整数で記入し、合計が 10 割となるようにして下さい。

問 9　 今回の土地売却は事業用資産の買換え（今回調査対象土地を事業用地として売却し、 他の事業用資産を購
換買の産資用業事の定特「 合場の人個 、てった当にえ換買 、は方るす当該 、たま 。かすまし当該に）たし入

えの場合の譲渡所得の課税の特例制度（租税特別措置法第37条）」 産資の定特「 合場の人法 、たま 、用適の 
の買換えの場合の課税の特例制度（租税特別措置法第65条の7）」 の適用を受けましたか。

法
方
用
運

合
割

1

1.　 事業用資産の買換えに該当する 2.　 事業用資産の買換えに該当しない

1.　 特例の適用を受けた 2.　 特例の適用を受けていない

不動産の購入
（建築・修繕
を含む。）

約 割

2
預貯金、株券･
債券・金等の
購入

約 割

3
不動産、金融
資産以外の資
産購入（機械
装置等）

約 割

4
借入金の返済

約 割

5
営業用資金に
充当

約 割

6
配当金の支払

約 割

7
税金の支払
（法人税等）

約 割

8
そ　 の　 他

約 割

）。いさ下え答おみの方たし択選を 」.1「 、は問質の下以（

ご協力いただきましてありがとうございます。

（　　　　　　　　　  ）

個人の方にお尋ねします。（法人は記入不要です。）売却代金をどのように運用しましたか。また、その
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